
道路・安全管理委員会 
平成 2１年 2 月 18 日 
道 路 局 

市第１３７号議案 

 「首都高速道路株式会社が高速道路事業の許可事項を変更することの同意」について 

 
・現在、首都高速道路は均一料金制ですが、これを平成２０年度中に利用距離に応じた料金制（対距

離制）に移行することについて、１８年第１回市会において許可事項の同意が議決されています。 

・この許可事項の変更について首都高速道路（株）より本年１月２６日付けで市長あて同意申請が出

されております。 

・道路整備特別措置法の規定により、首都高速道路（株）が高速道路の料金を徴収することにあたり、

事業の変更を伴う場合、国土交通大臣の許可に先立ち、事前に本来の道路管理者（地方自治体の長）

の同意が必要になります。 

 また、同意の際には当該自治体の議会の議決が必要とされています。 

※ 東京都、千葉県、埼玉県、川崎市、さいたま市も同様の手続きを行っています。 

 

○ 議案（同意申請）の概要 

料金の額及びその徴収期間の変更または追加（配布した議案書に下線） 

 

１ 対距離料金の実施期日（議案書 195～196 ﾍﾟｰｼﾞ） 

   （現行）平成２０年度における会社が別に定める日 

 （変更）平成２３年度以降における会社が別に定める日 

２ 料金の割引の変更 

   ・普通車の日曜祝日割引の拡充 （現行）２０％ （変更）３０％ 

 （議案書 188～189 ﾍﾟｰｼﾞ、ＥＴＣ曜日別時間帯別割引） 

   ・事業者向け割引（新設） 

契約者単位で月間 100万円を超え、かつ車両１台あたり5000 円を超える利用に 

対し、契約者（企業）単位で５％割引 

（議案書 190～191 ﾍﾟｰｼﾞ、ＥＴＣ大口・多頻度割引） 

   ・会社間の乗り継ぎ割引（新設） 

横浜横須賀道路から首都高湾岸線への乗継ぎ割引（普通車100 円、大型車 200円） 

（議案書 191～192 ﾍﾟｰｼﾞ、ＥＴＣ会社間連続割引） 

  

（参考 背景） 

○ 今年度の国内経済情勢 原油価格の高騰、物価の上昇により景気が悪化 

○ ２０年８月２９日政府発表「安心実現のための緊急総合対策」の主な内容 

 ・国民生活や地域経済を支援する観点から、高速道路料金の効果的な引き下げ 

・首都高速・阪神高速の対距離料金制移行を当面見送り 

○ ２０年１０月３０日政府発表「生活対策」の主な内容（12/8 政府・与党合意で詳細決定） 

（大都市圏を除く高速道路が対象） 

 ・高速道路料金の更なる引き下げ（土日休日の昼間（9-17 時）割引の拡充） 

（大都市圏の高速道路 首都高速・阪神高速道路等） 

 ・対距離料金制移行を２年程度見送り（「生活対策」後） 

・日曜休日の終日割引の拡充、乗り継ぎ割引の導入など 

○ 高速道路会社７社は、「高速道路の有効活用・機能強化に関する計画（案）」を21年 

1月 16日に発表。割引の内容等について意見募集を実施。（～1/25） 

資 料 ２ 



 

 

手続きの主な流れ 

 

 

 

 

 

高速道路の有効活用・機能強化に関する計画の作成（首都高速道路㈱） 

国土交通大臣の同意 

協定の締結（首都高速道路㈱と日本高速道路

保有・債務返済機構） 

道路管理者（自治体の長）の同意 

（議会の議決） 

国土交通大臣の許可 

事業の実施 

道路財特法７条２項

道路財特法７条４項

機構法１３条１項 

特措法３条４項  
特措法３条５項  

特措法３条１項  

注）道路財特法   道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 

機構法     独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 

特措法     道路整備特別措置法 

道路管理者（自治体の長）へ同意申請 

特措法３条３項  



新旧一覧表 資料２－１

議案ページ 項　　目 新（今回議案） 旧（１８年１定同意） 備　　考

181 第１ 高速道路の路線名
１（神奈川県道高速横浜羽田空港）～
６（横浜市道高速横浜環状北線）

第２ 料金の額及びその徴収期間　　　

１（１） ア 通常料金の額 普通車600円、大型1,200円

182 イ 特定料金（１）の額
普通車300円、大型600円
みなとみらい出入口～三ツ沢出入口間等

183 ウ 特定料金（２）の額
普通車500円、大型1000円
狩場～阪東橋出入口間等

（２） 対距離料金の額

183 ア 対距離料金の額

184 イ 適用方法

185 ウ 距離別料金の額の適用

185 （３） ア 障害者割引 ５０％割引

187 イ 環境ロードプライシング割引 ２０％割引　湾岸線大黒～浮島間の通行、大型車が対象

188 ウ ETC前納割引 最大１３．８％割引

188 エ ETC曜日別時間帯別割引

189 日曜日及び祝日における割引率 普通車休日のみ３０％ ２０％割引 23年3月31日まで、大型車は現行どおり

189 オ ETC一般向け頻度割引 最大８％、クレジットカード

191 カ ETC車両単位割引 最大１２％、事業者向け

191 ETC契約単位割引（事業者向け） ５％割引 － 月間利用100万円超かつ１台あたり5000円超の場合

191 キ ETC会社間連続利用割引（乗り継ぎ割引） 普通100円、大型200円割引 － 横浜横須賀道路並木IC経由、横浜公園出入口間等

192 ク ETC路線バス割引 ３９％割引

192 ケ 企画割引

193 コ 有料道路の料金に係る社会実験

195 ２ 料金の徴収期間　　　 事業許可の日から平成６２年９月まで

３ その他

195 (１) けん引自動車

195 (２) 実施期日（対距離料金の額の適用） 平成２３年度以降に実施 平成２０年度中に実施

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし

変更なし








































